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牛久市教育委員会２月定例会会議録 

 

 

１．日  時  平成３１年２月１５日（金）午前１０時 

２．場  所  本庁舎 第３会議室 

３．出席委員  染谷 郁夫・石井 美知夫・芦田 亜里香・五十嵐 登喜子 

４．委員以外  教育部長            川井 聡 

  の出席者  次長              杉本 和也 

教育総務課       課長  川真田 英行 

指導課         課長  豊嶋 正臣 

放課後対策課      課長  吉田 茂男 

文化芸術課       課長  手賀 幸雄 

生涯学習課       課長  中野 祐則 

中央図書館       館長  関 達彦 

スポーツ推進課     課長  齋藤 勇 

国体推進課       課長  横田 武史 

教育総務課     課長補佐  戸塚 美幸 

教育総務課     課長補佐  森田 明 

教育総務課     課長補佐  山口 功 

指導課       課長補佐  山口 明 

国体推進課     課長補佐  高橋 頼輝 

スポーツ推進課   課長補佐  塚本 浩 

生涯学習課     課長補佐  山越 義弘 

５．欠席者   委員              後藤 雅宣 

        次長              飯野 喜行 

        教育総務課  学校建設対策監  佐藤 孝司 

文化芸術課     課長補佐  永沼 智子 

教育総務課     課長補佐  高野 裕行 

スポーツ推進課   課長補佐  飯島 章友 

６．会議録署名人 芦田 亜里香 

７．議事事項  議案第２号 牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則について 

        議案第３号 牛久市立図書館条例施行規則の一部を改正する規則について 

        議案第４号 平成３１年度学校医および学校薬剤師の委嘱について 

８．報告事項  報告第５号 専決第２号 牛久市教育支援委員会への諮問について 

報告第６号 区域外就学の承諾について 
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教育総務課長 

 

  出席委員が、定数に達したため定例会の成立を宣言。 

 

 

教育長   おはようございます。 

  学校は、今来年度に向けてさまざまな取り組みをしていますが。２０３０年

からの生きていく子供たちのために、どんな力が必要かなというのを考えてい

くと、今までのような当たり前に運動会やったり、当たり前のように音楽会や

ったりなんていう時代ではないということで、いろいろな市町村では削減とい

う方向で進めています。カリキュラムマネジメントというんですが、一方で、

働き方改革で先生方も本当に月４５時間という中央審の答申が出て、残業難し

いという時代になって、私たちもいろんな学校に落としていた行事等を、大胆

に削減していこうということで、指導課でも進めている状況なんですが、担当

課でもさまざまな学校にかかわるものがあると思いますが、近隣市町村が何で

音楽会なくしちゃったり陸上なくしちゃったりしているかということなんです

ね。文集ってあります。年輪というの。四十数年間続いたのも、いよいよ牛久

も来年はなくそうという動きでいるんですね。それほど、先生方の業務を絞っ

てあげろという流れが、学校の中からも国からも来ているんですが、我々教育

委員会の担当部局が、平気で学校にいろんなものを落としながら、先生方の業

務をふやしちゃっているという現状ないかどうかというのも、見直す時期かな

という気がします。 

  そうした中で、今現実問題、中学校なんか残業は百数十時間ですから、そこ

を月４５時間まで落とすというのは、本当に大変なことだなと思うと、私たち

も本当に教育委員会総出で、どうしたらいいかということを考えていかなけれ

ばならないかなという時代に来ていますので、担当課の課長さん方もひとつ、

全部を全部消すのではなくて、いいものを残すとか組み立て直すとかというこ

となんですね。学校で田植えってやっているんですよ。ある学校は、田植えの

ための田植えで終わっているんですよ。ある学校は、思考力つけましょうと田

植えやるんです。ある学校は、国語力つけましょうと田植えやるんですね。こ

の差が大きくて、同じように行事をやっちゃうところと、これを学力に結びつ

けようという学校では、大きな差になってしまうというのがあるので、何のた

めって目的を持って一つ一つやらないと、体験あって学びなしということにな

らないようにしようと、今学校は取り組んでいる状況、あります。ぜひ、そう

いうことも考えていただきながら、新しい学習要領が変わりますので、お願い

したいと思います。 

  実は、昭和２６年の学習指導要領というのはそういう時代だったんですよ。

何でも身の回りのもので学べば、子供は興味関心あるから、身の回りのもので

学ぼうという時代があったんです。そして、自転車の電気はつくのは何でって、

発電ですね、おもしろいから学ばせようって、子供らに学ばせたんですが、あ

んなの電磁誘導って学習していないとわからないものなんですね。家は何で倒



3 

れないって言葉で勉強させるんですが、非常に難しいレベルなので、その学習

要領はポシャっちゃって、やっぱり教科の系統性やらなくちゃだめだって、次

はちゃんと下から積み上げなくちゃだめだっていって、すごく学習量ふやした

のが、次の１０年後だったんです。今度、詰め込み教育でまただめになって、

こういうふうにやっていますので、ぜひ一緒に担当各課の課長さんも勉強して

いただきながら、学校の将来、牛久を担う子供たちを育てていただければなと

思っています。 

  きょうは午後からシバハラ教育長さんの講演やるんです。この教育長さんは

高校の先生なんですが、非常に熱くて子供たちと熱いストーリーをいっぱいつ

くってきた教育長さんなので、話を聞くと教員っていいなと結構みんな思うよ

うな、熱くなるようなお話をされますので、お時間のある方はまた聞かれれば

なと思いますので、よろしくお願いします。 

 

 

教育長 

 

  開会を宣言する。 

 

 

  会議録署名人 芦田亜里香委員を指名する。 

 

 

教育長   それでは、まず議案第２号「牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正

する規則について」、事務局より説明をお願いします。 

 

教育総務課長   議案第２号について説明申し上げます。 

  議案第２号は牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

てでございます。 

  こちらにつきましては、ただいま教育振興基本計画をつくっております中で、

その推進体制ということで触れております。そちらから発生して、牛久市教育

大綱に基づく教育振興基本計画の策定を契機として、教育行政の円滑で効率的

な遂行を図るために、教育委員会事務局に企画調整の機能の役割を果たす教育

企画課を設置し、これに伴い、放課後対策課、教育総務課を配置しまして、新

たに教育企画課、学校教育課を設置するとともに、分担事務の改変を行ったも

のでございます。 

  済みません、きょう配らせていただいたこちらの２枚の紙をごらんいただく

のが基本的に言うより概要的にわかります。 

  加えて、附則の改正の中で、これまで課のグループリーダーの選任という部

分が、その中に教育部長の職務ということで書かれていたんですが、現状の実

態及び市長局の規則のレベルと合わせて、課長の職務に移すというところもあ

わせて修正をさせていただいております。 

  組織改編の概要なんですが、まず教育企画課については教育総務課の業務の
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うち、主に総務事務について分担するということと、教育委員会事務局内の企

画調整の業務及び児童クラブの運営、このあたりを分担すると考えています。 

  学校教育課につきましては、教育総務課の事務のうち、主に総務事務を除い

た学務、施設営繕、学校建設、学校給食などの学校の運営に特化した部分の事

務を分担するという形に切り分けます。 

  放課後対策課の事務のうち、放課後土曜かっぱ塾及びコミュニティースクー

ル並びに地域学校協働活動などの事務が、生涯学習課に移管するという体制を

行っております。 

  その他、若干細かい分担事務の修正ありますが、その他の課、指導課、文化

芸術課、スポーツ推進課、国体推進課、中央図書館については大きな改変は行

っておりません。 

  こちらについては、本日規則を議決いただければ、規則の施行は３１年４月

１日ということで行う予定でございます。月曜日に３月議会の議員全員協議会

がございますので、そちらの方が本日議決いただければ、そちらの場で議会に

も説明を、報告を行うというスケジュールで考えております。 

  あと、課名が変わりますので、実はこれに絡んでかなりの教育委員会部局と

市長部局の規則等が、関連するところがございます。それらの課名の変更の規

則改正については、後ほど今総務課と進めておりまして、４月１日の施行まで

の間に教育委員会にかけて全部修正を行う、一括で修正を行うという予定で考

えています。 

  きょう配った資料２番目が、主に新旧を対照させた組織の図になります。 

  以上になります。よろしくお願いいたします。 

 

教育長   議案２号の牛久市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則につい

て。質問ございますか。 

 

芦田委員   この２枚目の新体制のところで、生涯学習課が中央生涯学習センター、三日

月橋生涯学習センターと書いてあるんですが、ここにこの放課後土曜かっぱコ

ミュニティースクールというのをつけ足さなくてもいいんですか。 

 

教育総務課長   それは最初に申し上げた業務ですので、分担事務の表の中に入って、こちら

の議案を見ていただくと。（「組織図の中には」の声あり）組織図の中には生涯

学習課という名前の課に、そういう業務がぶら下がっているという形です。こ

ちらの表で見ていただいたときに、生涯学習課のところにその文言が、後ろか

ら２枚目のところの（３）と、１３番、１４番あたりに入ってくるというのが、

１５番、その中には新旧で変わってくると思います。 

 

石井委員   同じく、後ろから２枚目生涯学習課の従来の１０番目、貸館等に当たるかと

思うんですが、こちらについてはどんな形になりますでしょうか。生涯学習課

の１０番ですね。利用貸し出しに関することが、従前の生涯学習課の１０番に
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入っていると思うんですけれども、こちらはどんな形になりますか。 

 

教育総務課長   これは変えておりませんので（「入っていないのであえて明示してなくても入

っているということですか」の声あり）当然今（「１６番に含まれるという理解

なのか」「含まれるという理解ならばそれはそれでいいんですけれども」の声あ

り）そうですね。ひとまとめにしている。（「管理運営については貸館業務も入

るということで」の声あり） 

 

五十嵐委員   今のあれで、施設管理というのは、教育委員会とは別物でなく生涯学習セン

ターに関しては教育委員会に入るということですか。 

 

教育総務課長   基本的に、どこの課も持っている施設の関係、今教育委員会やっております

ので、学校教育課では学校関連及び幼稚園、その他はその課で持っている施設

の管理までは入っています。あと済みません、ちょっと申しおくれたんですけ

れども、学校給食室というのが今回の規則改正の中では、表の中で浮いている

形になります。今現在戸塚補佐１名だけが兼務命令が、兼務の辞令が出ている

という状況でありまして、実質的に変わりないんですが、組織的には学校給食

室というのを削っております。 

 

五十嵐委員   生涯学習センターに今まで放課後対策課がやっていたところ、担当の人はそ

のまま生涯学習センターにいる現職員が担当ということですか。 

 

教育部長   人事的なことは、教育委員会であれば市長部局からの出向の形がありますの

で、今の段階では正式な形でこの職員がそこに行きますということは申し上げ

られません。 

 

五十嵐委員   今までの職員が行くということではなくて、今まで例えば今いる生涯学習セ

ンターの中にいますよね、職員、非常勤いますよね。今まで、放課後対策課で

やっていた業務は生涯学習センターの中ではやっていなかったんですけれど

も、今から今回あれに関しては。 

 

教育部長   考え方としては、放課後対策課で担当していた職員が、生涯学習課に移動し

て業務を担当するということでは、市長部局には申し入れてはいます。（「フロ

アは大丈夫」の声あり）フロアは全然大丈夫です。（「問題ないですか」の声あ

り）同じです。 

 

教育長   大丈夫ですか。 

 

   議案第２号について出席者全員の賛成を得る。 
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教育長   次に、議案第３号「牛久市図書館条例施行規則の一部を改正する規則につい

て事務局よりお願いします。 

 

中央図書館長   おはようございます。 

  それでは、議案第３号「牛久市図書館条例施行規則の一部を改正する規則に

ついて」ご説明を申し上げます。 

  前述の議案第２号の中で、川真田教育総務課長より改正の説明の中で触れて

おりましたけれども、グループリーダーの選任につきましては教育部長が行う

という規定になっておりまし、実態としましては館運営の責任者であります館

長が行っておりますので、この際実態、現状に合わせるため教育部長を館長と

いう名称に改めるというものでございます。よろしくお願いいたします。 

 

教育長   これについては質問は特にないですか。（「なし」の声あり） 

 

   諮問第２号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、議案第４号「平成３１年度学校医および学校薬剤師の委嘱について」

事務局より説明お願いします。 

 

教育総務課長   議案第４号「平成３１年度学校医および学校薬剤師の委嘱について」ご説明

いたします。 

  本年３月いっぱいで学校薬剤師の阿部淳子薬剤師が岡田小学校になります。

及び学校医の久野哲弥先生が奥野小学校になります。こちらの２名について、

学校薬剤師より学校医を引退という申し出がございましたので、後任の方をご

紹介いただきまして、３１年４月から学校薬剤師にしもね薬局の吉田雅光氏、

学校医に高野耳鼻咽喉科クリニックの高野綾子氏を委嘱するものであります。

同意を求めます。 

  なお、阿部薬剤師についてはこれまで７年間、久野医師については２９年間

お世話になってきた方々でございます。以上です。 

 

教育長   質問等ありましたら。 

  これ、久野先生って下根中なんかもやっていませんか。もうやめられたかな。 

 

教育総務課長   下根中やっていますね。そちらは継続してます。 

 

教育長   下根中はやるけれども、奥野はおりたいというご意見なんですか。 

 

教育総務課長   そうだと思います。減らしたいということだと思います。 
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教育長   仕事を減らすのに。下根はやって奥野はやめるんですね。そうですか。阿部

さんも一切抜けるんですか。 

 

教育総務課長   阿部さんはですね。（「ここに表があるんだけれど」「どこかには残られるのね」

の声あり）ありますね。神谷小では残っています。 

 

教育長   どちらも完全に抜けられるわけじゃないんですね。 

 

教育総務課長   神谷小と三中と第二幼稚園と第一幼稚園。ちょっとかなりあります。 

 

教育長   いやほら、よく感謝状って、やめられると持っていくじゃないですか。でも、

どちらの方も完全に抜けてはいないんだなと思って。それは感謝状の対象では

なくなるわけですね。 

 

教育総務課長   はい、完全に抜けていないのでよろしいかと思うんですが。（「ああ、そうで

すか」の声あり）規定が明確にあるかどうか確認してみます。 

 

教育長   規定確認してください。よろしくお願いします。 

 

   議案第４号について出席者全員の賛成を得る。 

 

 

教育長   次に、報告第５号「専決第２号牛久市教育支援委員会答申について」及び報

告第６号「区域外就学の承認について」でありますが、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１４条第７項により出席委員の３分の２以上の多数で議

決したとき、これを公開しないことができます。本議案については、非公開に

したいと思いますが、委員の皆様にお諮りします。非公開にすることに賛成の

委員は挙手をお願いします。 

 

  （賛成者挙手） 

 

  全会一致で非公開と決定 

 

   ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

教育長   以上で委員会の非公開を解除します。 

 

  次に、予算価格１３０万円以上の工事計画及び予定価格１００万円以上の教

育財産の取得、教育総務課からお願いします。 
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教育総務課長   教育総務課になります。 

  ５件ほどありまして、実は１００万円以上の財産取得という部分に目が行か

ず、過去の１１月に行ったものが上がっております。そこは抜かせていただき

ます。 

  全てが給食の関係でございまして、まず１件目が給食用の食器購入というこ

とでこちら１７６万３，６４０円ということでひたち野小、中根小、下根中の

食器を変えてございます。 

  次に、岡田小学校の食器消毒保管庫の購入ということで、これはもう老朽化

による買いかえでございます。２台で３４２万３，６００円という形になって

おります。 

  ３件目が岡田小、一中、三中、南中にあります球根の皮剝き機、ピーラーと

いうものになります。各校１台ずつで４台の購入。これも老朽化しての買いか

えとなっております。１８３万６，０００円になります。 

  ４番が冷機器の購入ということで、奥野小で冷凍庫１台、中根小で牛乳保冷

庫１台、向台小で冷蔵庫２台ということで、いずれも老朽化による購入、買い

かえということになっております。１２５万６４０円になります。 

  ５件目といたしまして、下根中学校で真空冷却器ということで、一気にあっ

たかいものを冷ますという機械になります。これの１台の購入ということで、

これも老朽化による買いかえという形ですが、これは１台で４５３万６，００

０円ということでかなり高額なものになります。 

  それと教育財産の、６件目、裏にございます。給食備品購入のその３という

ことで、牛久第二小学校でスチームコンベクションオーブン、スチコンを言わ

れているやつです。あとフライヤー、揚げ物のやつです。あと包丁まな板の殺

菌庫が牛久一中、下根中で冷凍庫とＬ型の運搬車各１台、あと奥野小と下根中

でリフト用の運搬車になります。それと各学校で、老朽化した部分で配膳台、

教室に置いてあって給食が来たときに乗っけて、子供たちが配るときの配膳台

です。傷んだものから６１台を交換といった形で、買いかえを行っておりまし

て、８９６万４，０００円という形になります。 

  かなり、小分けして何回にも分けて購入しているんですが、実は給食備品と

いうのは機械器具と同じで１回１回の入札の差金が出るという傾向がありまし

て、その出たものを使ってまた次買うという形で、設備機器自体はもうかなり

老朽化していますので、どんどん買っても追いつかない状況の中でやっていま

す。 

  それと、もう１件、教育財産の取得ということではないので資料の省略させ

ていただき、口頭でご報告なんですが、今回１月３０日の契約で小中学校に大

型テレビのリースになりますので、該当はしないんですが、一応報告させてい

ただきます。 

  入札で市内のエイ・ビー・エスという会社がとりまして、契約金額が１，４

９６万８，８００円ということで、請負率８６．９７％、これによりまして、

小学３、４年生の教室５１台、中学２年生のクラスに２２台で、合計７３台を
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配置するというリース契約が組まれた形になります。 

  今年度、夏から秋にかけて行いましたタブレットの購入で、かなりの入札差

金が出ましたので、その部分を使わせていただいて、どのみち整備しなければ

いけない各教室の大型モニターということで、これによって１年分前倒ししま

したので、来年あと１回やれば、各普通教室にはそろうという状況、特別支援

まではまだ行き渡らないんですが、来年の予算で普通教室まではそろうという

状況までいくかと思います。またそこで入札差金が出れば、許可がもらえれば    

さらに整備できるのではないかと考えております。以上でございます。 

 

教育長   ありがとうございました。 

  以上で、議事は終了しました。 

 

 

  各課からの連絡に移ります。部長からありましたらお願いします。 

  （各課連絡） 

 

教育長   これで２月定例会を終了いたします。 

  次回３月２５日市役所分庁舎第２階会議室午後１時３０分ですが、途中いじ

めの件で臨時会があるかもしれません。よろしくお願いします。 

  お疲れさまでした。 

 

 

 


